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令和６年９月１日 発行 （国税庁 e―Tax キャラクター　イータ君）大月法人会は e―Tax を推進しています。

大 月 法 人 会 だ よ り
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社内で回覧してください

大月法人会ホームページからも
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令
和
六
年
五
月
二
十
四
日
㈮
、
ホ
テ
ル

鐘
山
苑
に
於
い
て
開
催
。
定
時
総
会
開
会

前
に
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
「
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
２
３
」
キ
ャ

ス
タ
ー
・
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
務
め
て
い

る
、
元　

朝
日
新
聞
社
特
別
編
集
委
員
で

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
星
浩
氏
に
よ
る
「
日

米
中
関
係
と
日
本
の
政
治
」
と
題
す
る
特

別
講
演
会
を
開
催
し
、
会
員
・
一
般
含
め

約
百
五
十
名
が
聴
講
さ
れ
ま
し
た
。

大
月
法
人
会

第
十
三
回
定
時
総
会
・
特
別
講
演
会

　

定
時
総
会
で
は
、
令
和
五
年
度
決
算
報

告
が
原
案
通
り
承
認
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

来
賓
名

　

大
月
税
務
署
長　
　

   

清
田　

康
隆 

様

　

東
京
地
方
税
理
士
会

　
　

大
月
支
部
長　
　

   

梶
原　
　

稔 

様

　

山
梨
県
法
人
会
連
合
会

　
　

副
会
長　
　
　
　

   

上
原　

勇
七 

様

税
理
士
会   

梶
原
稔
大
月
支
部
長   

ご
祝
辞

山
梨
県
連   

上
原
勇
七
副
会
長   

ご
祝
辞

特
別
講
演
会
　
星
浩
氏

大
月
税
務
署   

清
田
康
隆
署
長   

ご
祝
辞

大
月
法
人
会   

山
口
照
義
会
長   

挨
拶

　

大
月
税
務
署
法
人
課
税
第
一
部
門

　
　

統
括
国
税
調
査
官   

大
山
千
奈
美 

様

　

大
月
税
務
署
法
人
課
税
第
一
部
門

　
　

審
理
担
当
国
税
調
査
官   

明
石　

裕
也 

様

　

大
同
生
命
保
険
株
式
会
社
多
摩
支
社

　
　

営
業
推
進
課
長　

   

吉
田　

敬
一 

様

　

Ａ
Ｉ
Ｇ
損
害
保
険
株
式
会
社

　
　

山
梨
支
店
長　
　

   

西
須　

正
樹 

様

　

ア
フ
ラ
ッ
ク
生
命
保
険
株
式
会
社

　
　

山
梨
支
社
長
補
佐   

望
月　

正
也 

様

表
　
彰

一
、
退
任
役
員
感
謝
状

　
　

前
副
会
長　
　
　

   

梶
原　

秀
博 

様

二
、
会
員
増
強
表
彰

　
　

銀
賞　
　

    　

都　

留　

支　

部

　
　

銀
賞　
　

    　

富
士
吉
田
統
括
支
部

三
、
保
障
制
度
元
請
会
社
優
績
社
員
表
彰

　
　

ア
フ
ラ
ッ
ク
生
命
保
険
㈱
代
理
店

　
　

エ
ス
プ
ラ
ン
㈱　

   

白
井
恵
美
子 

様



　
副
会
長

　
　

㈲
天
下
茶
屋　
　

   

外
川
正
知
恵 

様

　
監
　
事

　
　

㈱
田
中
屋　
　
　

   

佐
々
木
弘
之 

様

全
国
法
人
会
総
連
合   

功
労
者
表
彰

　
副
会
長

　
　

㈱
鈴
木
製
作
所　

   

鈴
木
　
誠
一 

様

　
常
任
理
事

　
　

㈱
土
屋
製
作
所　

   

土
屋
き
よ
美 

様

　
専
務
理
事

　
　
（
公
社
）大
月
法
人
会   

小
笠
原
能
久 

様

山
梨
県
法
人
会
連
合
会   

功
労
者
表
彰

　
副
会
長

　
　

川
上
建
設
㈱　
　

   

川
上
洋
一
郎 

様
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定
時
総
会
懇
親
会

山
梨
県
法
人
会
連
合
会

第
十
二
回
定
時
総
会

　

令
和
六
年
六
月
十
八
日
㈫
、
ベ
ル
ク
ラ

シ
ッ
ク
甲
府
に
於
い
て
開
催
さ
れ
、
当
会

よ
り
十
八
名
が
出
席
。

　

総
会
終
了
後
の
表
彰
式
に
お
い
て
、
当

会
よ
り
次
の
方
々
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

正
副
会
長
会

八
月
二
十
日
㈫
　
山
一
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顧
　
問

　
滝
口
　
哲
夫

　
原
田
　
　
威

相
談
役

　
堀
内
　
富
久　

堀
内
電
気
㈱

　
長
田
　
富
也　

ア
イ
ト
ー
電
子
㈱

　
新
名
　
米
光　

㈱
新
名
製
作
所

　
細
谷
　
憲
二　

中
央
観
光
㈱

　
外
川
　
凱
昭　

㈲
山
岸
旅
館

　
細
田
　
幸
次　

㈱
富
士
山
ア
グ
リ
フ
ァ
ー
ム

　
志
村
美
貴
代　

日
伸
総
建
㈱

★
込
山
　
紀
章　

㈱
山
梨
中
央
銀
行
吉
田
支
店

　
梶
原
　
　
稔　
東
京
地
方
税
理
士
会
大
月
支
部

会
　
長

　
山
口
　
照
義　

㈱
メ
イ
ト

副
会
長

　
川
上
洋
一
郎　

川
上
建
設
㈱

　
吉
沢
　
秀
雄　

㈲
吉
沢
製
パ
ン

　
堀
江
　
俊
隆　

㈱
堀
江
製
作
所

　
越
石
　
賢
一　

㈱
ミ
ネ
ル
バ

　
鈴
木
　
誠
一　

㈱
鈴
木
製
作
所

★
外
川
正
知
恵　

㈲
天
下
茶
屋

専
務
理
事
兼
事
務
局
長

　
小
笠
原
能
久　

公
益
社
団
法
人
大
月
法
人
会

常
任
理
事

　
土
屋
き
よ
美　

㈱
土
屋
製
作
所

　
三
木
　
範
之　

甲
陽
産
業
㈱

　
西
室
　
信
男　

㈲
西
忠
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

　
餌
取
　
一
成　

㈲
印
刷
エ
ト
リ

　
小
林
　
清
哲　

㈲
小
林
仏
壇

　
渡
邊
　
和
彦　

都
留
信
用
組
合

　
堀
内
光
一
郎　

富
士
急
行
㈱

　
伊
東
　
貴
也　

富
士
山
リ
ゾ
ー
ト
㈱

　
小
佐
野
昇
一　

㈲
こ
み
た
け
売
店

　
吉
元
　
　
潤　

吉
田
精
工
㈱

　
高
村
　
浩
明　

富
士
水
熱
設
備
工
業
㈱

　
柏
木
お
さ
む　

㈲
フ
ロ
ス
ジ
ャ
パ
ン

　
大
石
　
秀
世　

㈱
ア
ト
ラ
ス
測
量

理
　
事

　
白
木
　
孝
郎　

三
共
建
設
㈱

　
守
屋
　
博
文　

㈱
ト
ー
ホ
ー

　
尾
形
　
　
直　

㈱
尾
形
製
作
所

　
市
川
　
公
子　

市
川
リ
ー
ス
㈱

　
内
藤
　
定
子　

㈱
ナ
イ
ト
ー
建
商

　
清
水
美
恵
子　

㈱
龍
美
建
設

　
平
井
　
　
勉　

㈱
平
井
製
作
所

　
天
野
　
統
一　

濱
野
屋
テ
ィ
ー
ト
ラ
ス
ト
㈲

　
赤
澤
　
克
夫　

山
二
商
事
㈱

　
金
巻
　
　
裕　

㈲
中
村
薬
局

　
山
口
　
光
子　

㈲
山
口
製
作
所

　
奥
秋
　
公
大　

奥
秋
建
設
㈱

　
菊
地
　
明
久　

㈱
長
田
電
材
工
業

　
渡
邉
　
　
稔　

㈱
渡
辺
商
店

　
鶴
田
み
さ
子　

㈱
ツ
ル
タ

　
桑
原
　
大
輔　

桑
原
電
業
㈱

　
白
須
　
一
政　

㈱
シ
ラ
ス
自
工

　
桑
原
　
　
誠　

秋
山
土
建
㈱

　
大
森
　
雄
介　

㈱
大
森
工
務
所

　
渡
邉
　
千
恵　

吉
田
タ
ク
シ
ー
㈲

　
白
井
恵
美
子　

エ
ス
プ
ラ
ン
㈱

　
宮
下
　
　
崇　

テ
ク
ト
㈱

　
山
下
佐
一
郎　

芙
蓉
実
業
㈱

　
横
打
香
代
子　

㈱
山
梨
重
機

　
武
川
　
哲
也　

㈱
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
富
士
五
湖

　
大
森
　
保
廣　

㈱
大
森
林
業
所

　
三
浦
　
　
信　

三
浦
化
成
工
業
㈱

　
河
内
　
正
子　
㈲
サ
ン
ス
ペ
ー
ス
ア
メ
ニ
テ
ィ

　
田
中
　
良
彦　

さ
ざ
な
み
産
業
㈱

　
井
出
　
泰
済　

㈱
富
士
レ
ー
ク
ホ
テ
ル

　
井
出
　
　
隆　

井
出
電
気
㈱

　
渡
邉
　
良
孝　

登
り
坂
石
油
㈱

　
小
林
ゆ
く
よ　

㈱
コ
バ
ヤ
シ
工
業

監
　
事

　
佐
々
木
弘
之　

㈱
田
中
屋

　
荻
原
　
秀
祥　

㈱
ユ
ー
シ
ン

　

小
谷
田
　
融　

富
士
観
光
開
発
㈱

理
事
相
当

　
吉
澤
　
武
司　

富
士
航
空
電
子
㈱

　
小
泉
　
裕
次　

㈱
ユ
ー
キ

　
小
高
　
洋
子　

㈲
コ
タ
カ
電
化

　
小
林
　
宏
好　

大
一
木
材
㈱

　
市
川
　
賢
一　

㈲
大
中
精
機
製
作
所

　

土
屋
　
和
也　

㈲
土
屋
輪
業

　

小
俣
　
真
吾　

㈱
丸
真
建
設

　

中
村
　
　
武　

中
村
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
㈱

　

佐
波
　
佳
子　

㈱
サ
ナ
ミ
製
作
所

　

堀
内
　
慎
也　

堀
内
電
気
㈱

　

堀
内
　
花
代　

堀
建
ト
ー
ヨ
ー
住
器
㈱

　

佐
藤
　
　
誠　

㈱
佐
藤
ダ
ン
ボ
ー
ル

　

細
田
　
浩
一　

㈱
セ
ン
ト
ラ
ル
モ
ー
タ
ー
ズ

　

桑
原
　
貞
雄　

㈱
桑
原
興
業

　

山
崎
　
泰
洋　

山
崎
織
物
㈱

　

前
田
　
市
郎　

㈱
前
田
源
商
店

　

前
田
正
太
郎　

㈱
マ
エ
セ
ン

　

萱
沼
　
孝
夫　

㈱
萱
沼
商
事

　

小
池
　
久
司　

㈲
小
池
時
計
店

　

渡
辺
　
浩
次　

渡
秀
工
業
㈱

　

小
野
耕
太
郎　

フ
ジ
ヤ
マ
㈱

　

堀
内
　
　
満　

パ
イ
ロ
ッ
ト
測
量
設
計
㈱

　

中
村
　
　
元　

㈲
東
京
屋
製
菓

　

相
生
　
光
晴　

富
士
急
行
㈱

　

岩
田
　
伸
吾　

㈲
寿
司
華

　

渡
邊
　
三
雄　

三
和
建
設
㈱

　

奥
脇
　
芳
弘　

宮
川
電
気
㈱

　

河
野
　
大
介　

㈲
河
野
保
険
事
務
所

　

渡
辺
　
教
彦　

㈱
渡
辺
工
務
店

　

渡
邉
　
林
美　

登
り
坂
石
油
㈱

　

中
村
　
勝
子　

㈱
オ
プ
ト
ナ
カ
ム
ラ

　

渡
辺
　
松
氏　

㈲
旅
館
松
屋

　

三
浦
　
敬
伯　

㈱
サ
イ
コ

　

松
浦
　
潤
一　

㈱
エ
ム
テ
ィ
ー
シ
ー

　

倉
澤
　
光
代　

㈱
協
和
生
コ
ン

（
★
印
は
新
任
）

大
月
法
人
会
役
員
　
　（
順
不
同
、
敬
称
略
）
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科　　　目 令和５年度予算 令和５年度決算 令和６年度予算

正味財産増減計算書合計表

700
9,275

12,655,000
8,070,000
9,546,900
1,654,000

100,000
351,100

32,386,975

21,449,174
9,349,305
3,153,686

33,952,165
△ 1,565,190
241,599,892
240,034,702

9,206,900
9,206,900

△ 9,206,900
0
0
0

240,034,702

180
2,549

12,711,000
6,541,957
9,775,400
1,534,000

171,500
740,471

31,477,057

21,850,187
8,160,954
3,852,918

33,864,059
△ 2,387,002
241,599,892
239,212,890

9,206,900
9,206,900

△ 9,206,900
0
0
0

239,212,890

Ⅰ．一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
　(1) 経常収益
　　 基本財産運用益
　　 特定資産運用益
　　 受取会費
　　 事業収益
　　 受取補助金等
　　 受取負担金
　　 寄附金
　　 雑収益
　　経　常　収　益　計
　(2) 経常費用
　　 公益目的事業
　　 収益事業等
　　 管理費
　　経　常　費　用　計
当期一般正味財産増減額
　　一般正味財産期首残高
　　一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減の部
　受取補助金等
　　受取全法連助成金
　　受取県連助成金
　　一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
　　指定正味財産期首残高
　　指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

180
2,619

12,664,000
9,605,000
9,615,800
1,654,000

100,000
331,460

33,973,059

21,904,579
9,334,449
2,947,633

34,186,661
△ 213,602

239,212,890
238,999,288

9,275,800
9,275,800

△ 9,275,800
0
0
0

238,999,288

川上建設株式会社
「誠実と真心でお客様に喜んでいただく」
創業 大正13年　創立 昭和26年

ISO9001：2008認証登録

本　　　社　山梨県富士吉田市中曽根一丁目4-23　TEL. 0555-22-2114（代）
都留営業所　山梨県都留市中央二丁目7 - 1 9　 TEL. 0554-43-6634

代表取締役　川　上　洋一郎
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関
係
民
間
団
体
長
会

関
係
民
間
団
体
意
見
交
換
会

　

大
月
税
務
署
管
内
関
係
民
間
団
体
事

務
局
長
会
・
団
体
長
会
が
六
月
五
日
㈬
、

十
三
日
㈭
、
大
月
税
務
署
会
議
室
に
於
い

て
開
催
さ
れ
、
令
和
五
年
度
事
業
・
決
算

報
告
及
び
令
和
六
年
度
事
業
計
画
・
予
算

を
原
案
通
り
承
認
。

　

七
月
十
八
日
㈭
、
ホ
テ
ル
鐘
山
苑
に
於

い
て
、
大
月
税
務
署
定
例
人
事
異
動
後
初

め
て
の
関
係
民
間
団
体
長
会
を
開
催
後
、

税
務
署
幹
部
職
員
及
び
団
体
役
員
等
総
勢

八
十
七
名
出
席
の
下
、
意
見
交
換
会
が
開

催
さ
れ
、
新
任
の
中
島
正
之
大
月
税
務
署

長
以
下
署
幹
部
職
員
の
紹
介
を
始
め
、
税

務
署
と
の
意
見
交
換
並
び
に
団
体
役
員
相

互
の
親
睦
・
交
流
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

租
税
教
育
推
進
協
議
会
定
期
総
会

六
月
七
日
㈮
　
富
士
吉
田
市
民
会
館
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支
部
活
動
報
告

富
士
吉
田
・
河
口
湖
東
西
支
部
合
同
役
員
会

六
月
十
九
日
㈬
　
都
留
信
用
組
合
本
店

青
年
部
会
第
十
三
回
定
時
総
会

五
月
二
十
四
日
㈮
　
ホ
テ
ル
鐘
山
苑

青
年
部
会
臨
時
役
員
会

七
月
三
十
日
㈫
　
大
月
法
人
会
館

青
年
部
会
役
員
会
・
意
見
交
換
会

八
月
六
日
㈫
　
大
月
税
務
署

青
年
部
会
活
動
報
告
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税
に
関
す
る
標
語
お
願
い

六
月
五
日
㈬
　
都
留
興
譲
館
高
等
学
校

税
に
関
す
る
標
語
お
願
い

六
月
五
日
㈬
　
都
留
高
等
学
校

税
に
関
す
る
標
語
お
願
い

六
月
五
日
㈬
　
都
留
市
役
所

親
睦
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ

七
月
三
日
㈬
　
富
士
レ
イ
ク
サ
イ
ド
カ
ン
ト
リ
ー
俱
楽
部

県
下
四
単
位
会
共
催
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
教
室
・
税
金
教
室　
　

七
月
七
日
㈰
　
敷
島
体
育
館

税
に
関
す
る
標
語
お
願
い

六
月
五
日
㈬
　
大
月
市
役
所



（9）

青
年
の
集
い「
山
梨
大
会
」第
四
回
実
行
委
員
会

六
月
二
十
七
日
㈭
　
魚
吉
会
館

青
年
の
集
い 

五
県
連
会
議

八
月
二
十
三
日
㈮
　
古
名
屋
ホ
テ
ル

　
奥
秋
　
公
大　

奥
秋
建
設
㈱

　

渡
辺
　
松
氏　

㈲
旅
館
松
屋

部
会
長

　
宮
下
　
　
崇　

テ
ク
ト
㈱

副
部
会
長

　

渡
邊
　
三
雄　

三
和
建
設
㈱

　

細
田
　
浩
一　

㈱
セ
ン
ト
ラ
ル
モ
ー
タ
ー
ズ

幹
事
長

　

桑
原
　
大
輔　

桑
原
電
業
㈱

上
野
原
支
部
長

　

尾
形
　
　
直　

㈱
尾
形
製
作
所

大
月
支
部
長（
監
事
）

　

西
室
　
信
男　

㈲
西
忠
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

都
留
支
部
長

　

佐
藤
　
　
誠　

㈱
佐
藤
ダ
ン
ボ
ー
ル

富
士
吉
田
支
部
長

　

河
野
　
大
介　

㈲
河
野
保
険
事
務
所

忍
野
・
山
中
湖
支
部
長

　

渡
辺
　
教
彦　

㈱
渡
辺
工
務
店

河
口
湖
支
部
長

　
松
浦
　
潤
一　

㈱
エ
ム
テ
ィ
ー
シ
ー

会
　
計

　

白
須
　
一
政　

㈱
シ
ラ
ス
自
工

大
月
副
支
部
長（
親
睦
委
員
長
）

　
市
川
　
賢
一　

㈲
大
中
精
機
製
作
所

都
留
副
支
部
長（
広
報
委
員
長
）

　

堀
内
　
慎
也　

堀
内
電
気
㈱

富
士
吉
田
副
支
部
長

　
藤
本
　
秀
昭　

第
一
測
量
㈱

河
口
湖
副
支
部
長

　

三
浦
雄
一
郎　

㈲
森
の
家
久
野
屋

事
業
委
員
長

　

武
川
　
哲
也　

㈱
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
富
士
五
湖

幹
　
事

　

宮
田
　
千
治　

ミ
ヤ
通
信
工
業
㈱

　

天
野
　
統
一　

濱
野
屋
テ
ィ
ー
ト
ス
ト
㈲

　

清
水
　
偉
也　

㈲
清
水
商
事
サ
ー
ビ
ス
工
場

　

白
輪
地
　
厚　

㈱
三
吉

　

平
井
　
　
勉　

㈱
平
井
製
作
所

　

小
泉
　
裕
次　

㈱
ユ
ー
キ

　

小
林
　
宏
好　

大
一
木
材
㈱

　

野
武
　
直
記　

ユ
ニ
テ
ッ
ク
㈱

　

小
林
　
大
希　

㈱
丸
大
産
業

　

岩
下
　
　
稔　

㈲
岩
下
産
業

　

金
巻
　
　
裕　

㈲
中
村
薬
局

　

鈴
木
　
雅
俊　

㈱
鈴
木
工
業

　

佐
藤
　
哲
也　

㈱
Ｍ
Ｔ
Ｓ

　

堀
内
　
敏
男　

㈱
ウ
ェ
ブ
ベ
ン
ダ
ー

　

程
原
　
　
誠　

㈱
ア
ウ
ラ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

　

中
村
　
　
哲　

㈱
丸
正
電
器

　

平
井
　
尚
博　

㈲
平
井
製
作
所

　

羽
田
早
一
郎　

㈱
羽
田
印
刷　

　

前
川
ま
ゆ
み　

大
同
生
命
保
険
㈱

　

梶
原
　
　
洋　

船
津
観
光
㈱

　

小
佐
野
睦
浩　

㈲
小
佐
野
設
備

監
　
事

　

桑
原
　
　
誠　

秋
山
土
建
㈱

最
高
顧
問

　

天
野
　
喜
宗　

㈱
み
ど
り
や

　

小
佐
野
紀
之　

㈲
こ
み
た
け
売
店

　

細
谷
　
憲
二　

中
央
観
光
㈱

　

川
上
洋
一
郎　

川
上
建
設
㈱

　
小
佐
野
昇
一　

㈲
こ
み
た
け
売
店

　
吉
元
　
　
潤　

吉
田
精
工
㈱

顧
　
問

　
守
屋
　
博
文　

㈱
ト
ー
ホ
ー

　
餌
取
　
一
成　

㈲
印
刷
エ
ト
リ

　
越
石
　
賢
一　

㈱
ミ
ネ
ル
バ

　
小
林
　
清
哲　

㈲
小
林
仏
壇

　
荻
原
　
秀
祥
　
㈱
ユ
ー
シ
ン

　
奥
脇
　
芳
弘　

宮
川
電
気
㈱

　
堀
江
　
俊
隆　

㈱
堀
江
製
作
所

　
赤
澤
　
克
夫　

山
二
商
事
㈱

　
小
池
　
久
司　

㈲
小
池
時
計
店

　
中
村
　
　
武　

中
村
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
㈱

　
鈴
木
　
誠
一　

㈱
鈴
木
製
作
所

　
三
木
　
範
之　

甲
陽
産
業
㈱

　
深
沢
　
　
央　

な
だ
や
㈱

　
渡
邉
　
幸
男　

吉
田
タ
ク
シ
ー
㈲

　
伊
東
　
貴
也　

富
士
山
リ
ゾ
ー
ト
㈱

　
三
浦
　
　
信
　
三
浦
化
成
工
業
㈱

　
佐
々
木
弘
之　

㈱
田
中
屋

　
菊
地
　
明
久　

㈱
長
田
電
材
工
業

　
渡
邉
　
良
孝　

登
り
坂
石
油
㈱

  

青
年
部
会
役
員

　
　
　
　
　
　
　
　 （
順
不
同
、
敬
称
略
）
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女
性
部
会
役
員
会

四
月
二
十
五
日
㈭
　
大
月
法
人
会
館

女
性
部
会
活
動
報
告

女
性
部
会
特
別
研
修
会

四
月
二
十
五
日
㈭
　
大
月
法
人
会
館

県
連
女
連
協
役
員
会

意
見
交
換
会

八
月
二
日
㈮
　
ベ
ル
ク
ラ
シ
ッ
ク
甲
府

女
性
部
会
第
十
三
回
定
時
総
会

五
月
二
十
四
日
㈮
　
ホ
テ
ル
鐘
山
苑

県
連
女
連
協
正
副
会
長
会

七
月
五
日
㈮
　



（11）

第
二
十
一
回
施
設
慰
問
活
動

七
月
二
十
三
日
㈫
　
セ
ン
ト
ケ
ア
大
月
榮
町

女
性
部
会
都
留
支
部
税
務
研
修
会

七
月
十
八
日
㈭
　
㈱
ツ
ル
タ

小
学
生
租
税
教
室
と

税
に
関
す
る
絵
画
及
び

絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル

　

大
月
法
人
会
女
性
部
会
で
は
、
租
税
教

育
活
動
の
一
環
と
し
て
、
毎
年
十
一
月

十
一
日
か
ら
始
ま
る
「
税
を
考
え
る
週
間
」

に
合
わ
せ
て
、
小
学
生
を
対
象
に
租
税
教

室
を
開
催
す
る
と
と
も
に
、「
税
に
関
す

る
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
」
及
び
「
税
に
関
す

る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」
を
実
施
し
て

お
り
ま
す
。
令
和
六
年
度
は
、
河
口
湖
支

部
が
担
当
致
し
ま
す
。

　

当
該
事
業
は
、
小
学
生
に
税
の
大
切
さ

や
、
税
の
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
学
ん
で

も
ら
い
、
得
た
知
識
や
感
じ
た
こ
と
を
絵

租税教室講師養成講座（大月税務署）

  https://www.tenkachaya.jp   御坂峠本店 TEL 0555-76-6659   河口湖分店 TEL 0555-76-8388

◯
株
式
会
社 

上
條
商
店

　

 （
大
月
市
富
浜
町
鳥
沢
三
三
一
八
―
五
）

代
表
取
締
役　

上
條
　
記
男

◯
株
式
会
社 

奈
良
紙
器

　

 （
富
士
吉
田
市
上
吉
田
四
八
一
七
―
一
）

代
表
取
締
役　

奈
良
　
秋
幸

◯
株
式
会
社 

春
一
番

　

 （
富
士
吉
田
市
下
吉
田
五
―
三
五
―
九
）

代
表
取
締
役　

山
口
　
仁
美

◯
鳥
澤
灯
房 

株
式
会
社

　

 （
大
月
市
大
月
三
―
一
―
六
〇   

岩
崎
ビ
ル
３
Ｆ
）

代
表
取
締
役　

上
條
　
浩
道

新
入
会
員
紹
介
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解
し
て
も
ら
え
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
、
租
税
教
室
の
最
後
に
一
億
円
が
登

場
し
た
時
に
は
、
み
ん
な
目
を
輝
か
せ
な

が
ら「
重
た
く
て
持
て
な
い
」「
平
気
だ
あ
」

「
大
人
に
な
っ
た
ら
働
い
て
本
物
の
一
億

円
を
持
っ
て
み
た
い
」
と
か
言
い
な
が
ら

大
い
に
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
し
た
。

　

船
津
小
学
校
の
児
童
の
皆
さ
ん
に
は
、

租
税
教
室
と
連
動
で
実
施
す
る
「
税
に
関

す
る
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
」
に
加
え
て
、
県

内
四
法
人
会
が
共
催
で
実
施
す
る
「
税
に

関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」
へ
の
応

に
描
い
て
、
税
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　

租
税
教
室
は
事
前
に
税
務
署
で
講
師
養

成
講
座
を
受
け
た
女
性
部
会
河
口
湖
支
部

役
員
が
講
師
と
な
り
、
六
月
十
七
日
に
富

士
河
口
湖
町
立
船
津
小
学
校
で
、
六
年
生

一
〇
三
名
を
前
に
し
て
、
パ
ネ
ル
や
じ
ゃ

ん
け
ん
ク
イ
ズ
、
ビ
デ
オ
ア
ニ
メ
等
を
交

え
て
実
施
致
し
ま
し
た
。
将
来
納
税
者
と

な
る
児
童
の
皆
さ
ん
も
、
税
を
納
め
る
こ

と
で
、
国
や
地
方
が
機
能
し
て
、
自
分
た

ち
の
生
活
も
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
理

租税教室　講話（船津小学校）

租税教室　１億円体験（船津小学校）

絵はがきコンクールお願い（禾生第一小学校）

絵はがきコンクールお願い（西桂教育委員会）

絵はがきコンクールお願い（西桂小学校）

募
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
へ
の

応
募
に
つ
き
ま
し
て
は
、
例
年
同
様
に
西

桂
町
立
西
桂
小
学
校
、
都
留
市
立
禾
生
第

一
小
学
校
に
も
お
願
い
致
し
ま
し
た
。
三

校
の
児
童
の
皆
さ
ん
に
は
夏
休
み
の
課
題

と
し
て
描
い
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
素
晴

ら
し
い
作
品
が
出
来
上
が
る
こ
と
を
期
待

す
る
と
と
も
に
、
表
彰
式
で
喜
ぶ
姿
を
目

に
で
き
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま

す
。

　

女
性
部
会
河
口
湖
支
部
長　

外
川
正
知
恵
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河
口
湖
副
支
部
長（
広
報
副
委
員
長
）

　
中
村
　
勝
子　

㈱
オ
プ
ト
ナ
カ
ム
ラ

事
業
副
委
員
長

　
渡
邉
　
千
恵　

吉
田
タ
ク
シ
ー
㈲

親
睦
副
委
員
長

　
渡
邉
ふ
く
子　

㈱
渡
辺
商
店

コ
ー
ラ
ス
部
長

　
渡
邉
　
林
美　

登
り
坂
石
油
㈱

幹
　
事

　
中
原
　
智
子　

㈱
中
原
製
材
所

　
石
井
　
明
美　

㈲
島
田
交
通

　
高
橋
　
式
子　

㈱
高
橋
建
設

　
市
川
　
公
子　

市
川
リ
ー
ス
㈱

　
小
高
　
洋
子　

㈲
コ
タ
カ
電
化

　
小
林
　
聖
子　
ネ
ス
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
㈱

　
湖
山
　
和
子　

㈱
湖
山
商
事

　
内
藤
　
定
子　

㈱
ナ
イ
ト
ー
建
商

　
川
村
　
真
弓　

立
正
堂
印
刷
㈲

　
小
林
登
喜
子　

㈲
神
戸
電
工

　
白
川
　
敏
子　

山
陽
精
工
㈱

　
山
口
　
輝
子　

㈲
山
口
乳
業

　
石
井
　
清
子　

規
予

　
藤
江
　
一
枝　

㈱
共
立
機
械

　
功
刀
真
佐
美　

桂
商
会
㈱

　
山
口
　
光
子　

㈲
山
口
製
作
所

　
谷
内
江
美
子　

谷
内
建
設
㈱

　
程
原
　
洋
子　
㈱
ア
ウ
ラ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

　
菅
谷
　
勝
子　

㈲
す
が
や

　
堀
内
　
花
代　

堀
建
ト
ー
ヨ
ー
住
器
㈱

　
佐
波
　
佳
子　

㈱
サ
ナ
ミ
製
作
所

　
天
野
　
宏
美　

㈱
ミ
ツ
ワ
精
機
製
作
所

　
柏
木
　
智
恵　

㈱
柏
木
電
工

　
浅
沼
　
歌
子　

富
岳
物
産
㈱

　
日
川
　
和
子　

㈲
日
川
時
計
店

　
伊
藤
　
道
子　

㈲
伊
藤

　
井
出
て
る
ゑ　

㈱
井
出
商
店

　
横
打
香
代
子　

㈱
山
梨
重
機

　
髙
橋
ま
す
子　
㈲
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
キ
タ
フ
ジ

　
渡
邊
伊
寿
美　

㈲
ウ
イ
ス
テ
リ
ア

　

小
山
田
可
能
子　
㈲
富
士
エ
コ
ト
ー
プ
ミ
レ
ニ
ア
ム

　
池
上
美
奈
子　

㈱
池
上
工
務
所

　
小
林
ゆ
く
よ　

㈱
コ
バ
ヤ
シ
工
業

　

外
川
　
桂
子　

㈲
山
岸
旅
館

　
梶
原
　
広
子　

船
津
観
光
㈱

監
　
事

　
倉
澤
　
光
代　

㈱
協
和
生
コ
ン

　

森
嶋
　
友
子　

㈱
弘
美
イ
ン
テ
リ
ア

顧
　
問

　
奈
良
　
紀
子　

㈲
大
和
屋
薬
局

　
志
村
美
貴
代　

日
伸
総
建
㈱

部
会
長

　
鶴
田
み
さ
子　

㈱
ツ
ル
タ

幹
事
長（
上
野
原
支
部
長
）

　
土
屋
き
よ
美　

㈱
土
屋
製
作
所

大
月
支
部
長（
副
幹
事
長
）

　
清
水
美
恵
子　

㈱
龍
美
建
設

都
留
支
部
長（
広
報
委
員
長
）

　
渡
辺
な
お
み　

宝
福
祉
タ
ク
シ
ー

富
士
吉
田
支
部
長（
事
業
委
員
長
）

　
河
内
　
正
子　
㈲
サ
ン
ス
ペ
ー
ス
ア
メ
ニ
テ
ィ

河
口
湖
支
部
長（
会
計
）

　
外
川
正
知
恵　

㈲
天
下
茶
屋

上
野
原
副
支
部
長（
広
報
副
委
員
長
）

　
志
村
　
時
江　

ハ
リ
カ
上
野
原

大
月
副
支
部
長（
親
睦
委
員
長
）

　
志
村
ひ
ろ
江　

志
村
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店

都
留
副
支
部
長（
親
睦
副
委
員
長
）

　
餌
取
由
香
利　

㈲
印
刷
エ
ト
リ

富
士
吉
田
副
支
部
長（
副
幹
事
長
）

　
白
井
恵
美
子　

エ
ス
プ
ラ
ン
㈱

  
女
性
部
会
役
員

　
　
　
　
　
　
　（
順
不
同
、
敬
称
略
）

プ ラ ス チ ッ ク 成 形 ・ 加 工

〒409-0123 山梨県上野原市大野3637
TEL   0 5 5 4 - 6 6 - 2 0 2 6
FAX   0 5 5 4 - 6 6 - 2 2 8 5

株式会社  土屋製作所
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広
報
委
員
会

七
月
十
九
日
㈮
　
大
月
法
人
会
館

正
副
税
制
委
員
長
会
議

六
月
三
日
㈪
　
大
月
法
人
会
館

県
下
専
務
理
事

事
務
局
長
会
議

四
月
二
十
六
日
㈮
　
甲
府
法
人
会
館

八
月
　
三
十
日
㈮
　
甲
府
法
人
会
館

全
法
連
広
報
委
員
会

七
月
十
二
日
㈮
　
リ
モ
ー
ト

決
算
法
人
説
明
会

六
月
　
十
九
日
㈬
　
大
月
法
人
会
館

八
月
二
十
二
日
㈭
　
大
月
法
人
会
館

県
連
税
制
委
員
会

六
月
十
二
日
㈬
　
甲
府
法
人
会
館

新
設
法
人
説
明
会

六
月
二
十
四
日
㈪
　
大
月
法
人
会
館

広
報
誌
封
入
作
業

四
月
三
十
日
㈫
　
大
月
法
人
会
館

そ
の
他
の
活
動
報
告
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７つの間違い探し
※上の絵と下の絵には相違点が７か所あります。
　見つかりますかな？（答えは26ページ下にあります。）

【
作
者
紹
介
】　

神
谷
一
郎
（
か
み
や
・
い
ち
ろ
う
）　

　
　
　
　
　
　

専
修
大
学
法
学
部
卒
業
後
、
漫
画
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
経
て
漫
画
家
に
。

　
　
　
　
　
　

現
在
は
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
と
し
て
、
雑
誌
・
広
告
・
水
彩
画
挿
絵
等
で
活
躍
中
。
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令
和
六
年
六
月
十
二
日
㈬
、
甲
府
法
人
会

館
に
於
い
て
県
連
税
制
委
員
会
が
開
催
さ

れ
、
県
下
４
単
位
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
税
制

改
正
提
言
書
及
び
「
税
制
改
正
に
関
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
」
に
よ
る
会
員
企
業
の
要
望

等
を
踏
ま
え
、
次
の
と
お
り
県
連
提
言
書
と

し
て
全
法
連
へ
提
出
し
ま
し
た
。

　
一
般
社
団
法
人 

山
梨
県
法
人
会
連
合
会

令
和
七
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言

（
総
論
）

　

令
和
６
年
度
税
制
改
正
は
所
得
税
・
住
民

税
の
定
額
減
税
に
加
え
、
企
業
向
け
で
は
賃

上
げ
減
税
の
拡
大
等
減
税
が
ず
ら
り
と
並

び
、
負
担
増
を
回
避
し
、
財
政
規
律
を
省
み

な
い
内
容
と
な
っ
た
。

　

首
相
が
こ
れ
ま
で
の
税
収
増
を
国
民
に
還

元
す
る
と
い
う
が
、
財
務
省
か
ら
は
増
加
し

た
税
収
は
既
に
使
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
の

見
解
が
で
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
還
元

す
る
の
か
。
ま
た
、
近
年
の
税
収
の
上
振
れ

は
円
安
に
よ
る
好
調
な
企
業
業
績
や
物
価
上

昇
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
い
つ
ま
で
続

く
か
分
か
ら
な
い
。

　

歳
出
水
準
に
比
べ
て
税
収
が
不
足
す
る
状

況
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
社
会
保
障
や
防
衛
費

を
賄
う
安
定
財
源
の
議
論
は
避
け
て
通
れ
な

い
。
政
府
が
打
ち
出
し
た
少
子
化
対
策
は
そ

の
契
機
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
早
々
と

税
制
改
革
論
議
が
封
印
さ
れ
た
。

　

税
制
改
正
を
毎
年
行
う
目
的
は
財
政
の
持

続
、
税
の
公
平
性
の
確
保
、
課
税
の
適
正
化

の
た
め
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
バ
ラ
ン

ス
の
と
れ
た
税
制
の
実
現
を
要
望
す
る
。

財
政
の
健
全
化
に
向
け
て

　

我
が
国
の
令
和
６
年
度
予
算
１
１
２
兆
円

台
の
予
算
の
中
で
借
金
が
過
去
最
高
を
８

年
連
続
で
更
新
し
、
令
和
５
年
度
末
で
１
，

２
９
７
兆
円
に
達
し
た
。

　

防
衛
費
や
社
会
保
障
費
が
増
え
た
こ
と
に

加
え
、
ガ
ソ
リ
ン
補
助
金
や
低
所
得
世
帯
へ

の
給
付
金
な
ど
物
価
高
対
策
を
盛
り
込
ん
だ

13
兆
円
を
超
え
る
補
正
予
算
を
編
成
し
た
結

果
、
国
債
の
発
行
が
積
み
重
な
り
財
政
状
況

は
一
段
と
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。

　

政
府
は
令
和
７
年
に
基
礎
的
財
政
収
支
の

黒
字
化
を
目
指
し
て
い
る
が
、
高
齢
化
に
伴

う
社
会
保
障
費
の
増
加
な
ど
で
達
成
は
困
難

と
思
わ
れ
る
。
日
本
経
済
の
需
要
不
足
の
解

消
が
進
み
、
金
利
も
復
活
す
る
な
か
で
財
政

運
営
も
平
時
の
状
態
に
復
帰
さ
せ
る
道
筋
を

描
き
、
借
金
頼
み
の
給
付
策
や
短
期
的
な
景

気
刺
激
策
を
是
正
し
、
中
長
期
的
な
財
政
健

全
化
を
国
民
に
示
す
べ
き
で
あ
る
。

社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て

　

高
齢
化
社
会
の
急
進
展
で
今
後
の
社
会

保
障
給
付
は
急
速
な
増
大
が
見
込
ま
れ
、

２
０
２
５
年
に
は
団
塊
の
世
代
が
75
歳
を
超

え
て
後
期
高
齢
者
と
な
り
、
年
金
を
は
じ
め

と
し
た
社
会
保
障
費
は
膨
張
し
続
け
、
社
会

保
障
制
度
の
維
持
が
困
難
に
な
る
ほ
ど
極
め

て
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
。

　

政
府
は
こ
ど
も
・
子
育
て
政
策
の
強
化
に

向
け
、
児
童
手
当
の
拡
充
や
、
扶
養
さ
れ
る

こ
ど
も
が
３
人
以
上
の
多
子
世
帯
の
大
学
授

業
料
・
入
学
金
の
無
償
化
、
出
産
支
援
の
強

化
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ「
こ
ど
も
未
来
戦
略
」

を
決
定
し
、
財
源
に
つ
い
て
は
、
当
面
は
一

部
を
国
債
で
賄
い
な
が
ら
２
０
２
８
年
度
ま

で
に
安
定
的
な
確
保
を
目
指
す
と
し
て
い
る

が
、
歳
出
改
革
の
中
身
に
つ
い
て
は
、
全
世

代
型
社
会
保
障
構
築
を
目
指
す
改
革
の
道
筋

に
お
け
る
医
療
・
介
護
制
度
等
の
改
革
を
実

現
す
る
こ
と
を
中
心
に
取
り
組
む
と
さ
れ
、

歳
出
改
革
の
中
身
は
無
駄
な
歳
出
を
抑
え
る

と
い
う
意
味
合
い
よ
り
も
、
後
期
高
齢
者
負

担
の
見
直
し
な
ど
の
内
容
に
な
っ
て
い
て
政

府
の
、「
財
源
は
実
質
的
な
国
民
負
担
増
な

し
」
と
は
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
。

　
「
異
次
元
の
少
子
化
対
策
」
に
は
取
り
や

す
い
と
こ
ろ
か
ら
取
る
の
で
は
な
く
「
異
次

元
の
歳
出
改
革
」
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

行
政
改
革
の
徹
底

１
． 

調
査
研
究
広
報
滞
在
費
に
つ
い
て

　

国
会
議
員
の
歳
費
と
は
別
に
毎
月
支
払
わ

れ
て
い
る
１
０
０
万
円
の
調
査
研
究
広
報
滞

在
費
は
令
和
４
年
に
日
割
支
給
に
改
正
さ
れ

た
が
、
使
途
公
開
や
未
使
用
分
の
国
庫
返
納

に
つ
い
て
は
法
改
正
が
先
送
り
さ
れ
て
い

る
。

　

国
民
に
負
担
を
求
め
る
増
税
論
議
の
一
方

で
自
分
達
の
特
権
を
た
な
ざ
ら
し
に
し
て
い

る
の
は
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。
早
急
に
法
改
正

を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

２
． 

政
党
助
成
金
及
び
議
員
定
数
に
つ
い
て

　

政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
裏
金
事
件
を
受
け

た
政
治
資
金
規
正
法
の
改
正
が
成
立
す
る
こ

と
と
な
っ
た
が
、
裏
金
の
根
源
と
な
る
政
党

助
成
金
か
ら
各
議
員
に
配
ら
れ
る
政
策
活
動

費
は
年
間
上
限
額
の
設
定
や
領
収
書
の
１
０

年
後
の
公
開
、
監
査
す
る
第
三
者
機
関
の
設

置
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
の
詳
細
は
今
後
の
検

討
事
項
と
な
り
国
民
意
識
と
か
け
離
れ
て
い

る
。

　

政
党
助
成
金
、
議
員
定
数
の
削
減
等
自
ら

身
を
削
る
改
革
に
真
摯
に
取
組
む
べ
き
で
あ

る
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て
は
、現
在
、

確
定
申
告
や
住
民
票
の
取
得
な
ど
に
利
用
さ

れ
て
い
る
が
、
政
府
は
今
後
、
現
在
の
健
康

保
険
証
を
廃
止
し
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
へ
の
一
本
化
を
目
指
し
て
い
る
。
中
長
期

的
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
公
的
給
付
受
取
口

座
や
全
て
の
預
貯
金
口
座
と
リ
ン
ク
さ
せ
る

こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、目
標
と
す
る
「
行
政
の
効
率
化
」

「
国
民
の
利
便
性
の
向
上
」
及
び
「
公
平
・

公
正
な
社
会
の
実
現
」
は
、
国
民
が
実
感
で

き
る
水
準
に
は
至
っ
て
い
な
い
、
個
人
情
報

保
護
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
面
に
十
分
留
意
し

た
う
え
で
、
制
度
普
及
の
理
解
を
高
め
て
い

く
べ
き
で
あ
る
。

税
制
関
係

政
策
減
税
の
検
証
に
つ
い
て

　

財
務
省
が
租
税
特
別
措
置
に
よ
っ
て
ど

れ
ぐ
ら
い
減
収
し
た
か
を
国
会
に
報
告
し

た
令
和
４
年
度
の
政
策
減
税
の
減
収
額
は

８
兆
６
９
７
５
億
円
で
９
年
連
続
８
兆
円
を

上
回
っ
た
。

　

総
務
省
が
毎
年
租
税
特
別
措
置
の
効
果
を

点
検
し
て
い
て
、昨
年
「
延
長
」
と
「
拡
充
」

　
山
梨
県
連
令
和
七
年
度
税
制
改
正
に

　
関
す
る
提
言
を
全
法
連
へ
提
出



（17）

が
決
ま
っ
た
賃
上
げ
減
税
は
、
過
去
の
減
税

効
果
が
示
さ
れ
て
な
く
「
分
析
・
説
明
の
内

容
が
著
し
く
不
十
分
」
と
厳
し
い
評
価
が
く

だ
っ
た
。

　

賃
上
げ
減
税
の
効
果
を
検
証
す
る
に
は
減

税
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
企
業
よ
り
も
適
用

さ
れ
た
企
業
の
方
が
賃
上
げ
を
し
て
い
る
こ

と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
現
状
で

は
ど
の
企
業
が
減
税
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る

か
の
情
報
は
非
開
示
と
な
っ
て
い
る
。
減
収

に
見
合
っ
た
効
果
が
得
ら
れ
て
い
る
か
検
証

す
る
仕
組
み
を
整
え
る
べ
き
で
あ
る
。

法
人
税
関
係

１
． 

中
小
企
業
者
の
軽
減
税
率
の
特
例
の
本

則
化
等
に
つ
い
て

　

中
小
企
業
は
地
域
経
済
と
雇
用
の
担
い
手

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
我
が
国
の
経
済
の
礎

で
あ
る
。
健
全
な
経
営
に
取
り
組
ん
で
い
る

企
業
が
立
ち
ゆ
く
よ
う
、
中
小
法
人
に
適
用

さ
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を
本
則

化
と
し
、
昭
和
56
年
以
来
８
０
０
万
円
以
下

に
据
え
置
か
れ
て
い
る
適
用
所
得
金
額
を

１
，
６
０
０
万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

２
． 

少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損

金
算
入
の
特
例
措
置
に
つ
い
て

　

中
小
企
業
者
等
が
取
得
価
額
30
万
円
未
満

の
減
価
償
却
資
産
を
取
得
、
事
業
供
用
し
た

場
合
、
年
間
取
得
価
額
合
計
額
３
０
０
万
円

ま
で
は
取
得
価
額
の
全
額
を
損
金
算
入
で
き

る
と
な
っ
て
い
る
が
上
限
額
３
０
０
万
円
を

撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。
な
お
、

そ
れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、
特
例
措
置

の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
こ
と
。

３
． 

受
取
配
当
等
の
益
金
不
算
入
制
度
の
見

直
し
に
つ
い
て

　

現
行
の
受
取
配
当
金
等
の
益
金
不
算
入
制

度
は
株
式
の
１
０
０
％
を
保
有
す
る
完
全
子

会
社
や
持
ち
株
比
率
が
３
分
の
１
を
超
え
る

関
係
会
社
か
ら
の
株
式
配
当
金
は
全
額
が
益

金
不
算
入
、
株
式
等
保
有
割
合
が
５
％
超
３

分
の
１
以
下
の
企
業
か
ら
の
配
当
金
は
50
％

を
益
金
不
算
入
、
株
式
等
保
有
割
合
が
５
％

以
下
の
場
合
は
配
当
金
の
20
％
が
益
金
不
算

入
と
な
っ
て
い
て
課
税
ベ
ー
ス
を
縮
小
し
て

い
る
。

　

受
取
配
当
金
の
課
税
除
外
は
株
式
投
資
の

配
当
だ
け
を
優
遇
す
る
措
置
で
あ
り
、
同
時

に
投
資
活
動
へ
注
力
で
き
る
ほ
ど
資
金
量
の

あ
る
大
企
業
に
対
し
て
も
優
遇
措
置
と
い
え

る
こ
と
か
ら
応
分
の
負
担
を
求
め
る
べ
き
で

あ
る
。

４
． 
役
員
給
与
の
損
金
算
入
に
つ
い
て

　

使
用
人
に
対
す
る
給
与
は
原
則
損
金
算
入

さ
れ
る
が
、
役
員
給
与
に
つ
い
て
は
、
一
定

の
給
与
以
外
の
も
の
は
損
金
不
算
入
と
な
っ

て
い
る
。

　

役
員
給
与
は
職
務
執
行
の
対
価
で
あ
り
、

恣
意
性
の
あ
る
も
の
な
ど
課
税
上
弊
害
が
あ

る
も
の
を
除
い
て
損
金
算
入
で
き
る
よ
う
に

見
直
す
こ
と
。

　

ま
た
、
業
績
連
動
給
与
に
つ
い
て
経
営
者

の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
観
点
か
ら
同

族
会
社
も
一
定
の
要
件
の
も
と
に
損
金
算
入

を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

５
． 

慶
弔
費
等
の
交
際
費
か
ら
の
除
外
に
つ

い
て

　

交
際
費
課
税
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
度
税

制
改
正
で
特
例
措
置
の
延
長
と
飲
食
費
基
準

の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
改
正
の
効
果
は

十
分
と
は
い
え
な
い
。

　

得
意
先
、
仕
入
先
等
の
慶
弔
に
際
し
支
出

す
る
金
品
等
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
社
会
通

念
上
必
要
で
あ
る
た
め
、
通
常
要
す
る
金
額

の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
交
際

費
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
る
。

所
得
税
関
係

１
． 

所
得
税
改
革
に
つ
い
て

　

所
得
税
は
収
入
の
多
い
人
ほ
ど
適
用
さ
れ

る
税
負
担
率
が
高
く
な
る
累
進
課
税
制
度
と

な
っ
て
い
る
が
、
現
行
所
得
税
負
担
率
は
合

計
所
得
金
額
が
１
億
円
を
ピ
ー
ク
に
所
得
金

額
が
増
加
す
る
ほ
ど
減
少
す
る
逓
減
現
象
に

な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
株
式
の
譲
渡
益
や
配
当
金
、
預
貯

金
や
債
券
の
利
子
な
ど
金
融
所
得
に
税
率
の

低
い
分
離
課
税
が
適
用
さ
れ
て
い
て
、
所
得

税
の
構
造
が
逆
進
的
に
な
っ
て
い
る
。

　

令
和
５
年
度
税
制
改
正
で
よ
う
や
く
是
正

策
が
と
ら
れ
た
が
、
対
象
は
所
得
が
約
30
億

円
を
超
え
る
超
富
裕
層
だ
け
が
対
象
で
、
格

差
是
正
に
は
全
く
不
十
分
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
分
離
課
税
と
な
っ
て
い
る
所
得
を

す
べ
て
合
算
し
、
総
合
課
税
す
る
こ
と
が
本

筋
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
の
整
備
な
ど
諸
般
の
措
置
が
必
要
と
な

る
。
総
合
課
税
を
実
施
す
る
ま
で
の
応
急
措

置
と
し
て
、
分
離
課
税
の
税
率
を
大
幅
に
引

き
上
げ
、
所
得
再
分
配
と
い
っ
た
基
幹
税
と

し
て
の
本
来
の
機
能
を
回
復
す
る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
。

２
． 

災
害
控
除
制
度
の
創
設
に
つ
い
て

　

現
行
の
雑
損
控
除
は
災
害
に
よ
る
損
失
と

盗
難
、
横
領
に
よ
る
損
失
が
同
じ
取
扱
い
に

な
っ
て
い
る
。

　

近
年
は
各
地
で
大
規
模
な
自
然
災
害
が
起

き
て
い
る
。
災
害
に
よ
る
損
失
は
盗
難
、
横

領
に
よ
る
損
失
よ
り
も
多
額
に
な
っ
て
い
て

保
険
金
で
損
失
が
カ
バ
ー
で
き
き
れ
な
い
た

め
雑
損
控
除
か
ら
独
立
し
た
控
除
の
創
設
を

要
望
す
る
。

３
． 

各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　

所
得
税
に
関
す
る
各
種
控
除
は
、
社
会
変

化
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
行
制
度
の

中
で
給
与
所
得
控
除
、
公
的
年
金
控
除
の
引

き
下
げ
や
基
礎
控
除
の
引
き
上
げ
、
又
ひ
と

り
親
控
除
の
創
設
等
に
よ
り
制
度
の
複
雑
化

が
著
し
く
、
事
務
負
担
な
ど
が
増
加
し
て
い

る
。
整
理
・
合
理
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

　

整
理
・
合
理
化
に
あ
た
っ
て
は
、
税
制
だ

け
で
は
な
く
、
社
会
保
障
制
度
の
在
り
方
な

ど
も
一
体
と
し
て
働
き
方
改
革
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
と
な
る
よ
う
な
検
討
を
行
う
べ
き
で

あ
る
。

４
． 

年
少
扶
養
控
除
の
復
活
に
つ
い
て

　

年
少
扶
養
控
除
は
子
供
手
当
の
創
設
に
伴

い
、
平
成
23
年
に
廃
止
さ
れ
、
平
成
24
年
に

は
子
供
手
当
が
廃
止
さ
れ
、
児
童
手
当
に
改

組
さ
れ
た
。
児
童
手
当
は
０
歳
か
ら
中
学
校

卒
業
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
者
に
支

給
さ
れ
る
が
所
得
制
限
が
あ
り
、
所
得
制
限

の
前
後
で
児
童
手
当
を
含
め
た
世
帯
収
入
の

逆
転
現
象
が
生
じ
る
問
題
も
あ
る
。
出
産
と

子
育
て
は
全
て
の
世
帯
に
と
っ
て
担
税
力
が

減
殺
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
子
育
て
支
援
は

実
効
性
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、政
府
の
「
異
次
元
の
少
子
化
対
策
」

の
観
点
か
ら
も
二
重
に
支
援
す
る
こ
と
は
不

自
然
で
は
な
い
。
年
少
扶
養
控
除
を
復
活
す

る
べ
き
で
あ
る
。

５
． 

源
泉
所
得
税
の
納
付
期
限
に
つ
い
て
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我
が
国
の
取
引
の
決
済
は
、
ほ
と
ん
ど
が

月
末
に
行
わ
れ
て
お
り
、
諸
公
課
の
納
期
限

も
お
お
む
ね
月
末
と
な
っ
て
い
る
。
源
泉
徴

収
義
務
者
の
事
務
効
率
の
観
点
か
ら
納
付
期

限
を
給
与
等
の
支
払
月
の
翌
月
末
日
に
、
ま

た
、
納
期
特
例
適
用
者
の
納
期
限
は
１
月
末

日
と
７
月
末
日
に
改
め
る
こ
と
を
要
望
す

る
。

消
費
税
関
係

１
． 

軽
減
税
率
制
度
の
廃
止
に
つ
い
て

　

法
人
会
は
こ
れ
ま
で
消
費
税
増
税
に
つ
い

て
事
業
者
の
事
務
負
担
増
、
税
制
の
簡
素
化

及
び
税
収
確
保
の
観
点
か
ら
、
税
率
10
％
ま

で
は
単
一
税
率
を
要
望
し
て
き
た
。「
社
会

保
障
と
税
の
一
体
改
革
」
と
い
う
当
初
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
に
軽
減
税
率
制
度
を
廃

止
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
軽
減
税
率
制
度
は
低
所
得
者
対
策

と
い
わ
れ
た
が
、
高
所
得
者
も
利
用
で
き
る

た
め
消
費
税
の
逆
進
性
の
解
消
に
は
つ
な
が

ら
ず
、
事
業
者
の
事
務
負
担
が
増
え
る
結
果

と
な
っ
た
。

　

低
所
得
者
対
策
と
し
て
は
簡
素
な
給
付
措

置
の
実
施
を
要
望
す
る
。

２
． 

適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
の
経
過
措
置

に
つ
い
て

　

２
０
２
３
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
た
適
格

請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）

は
、
導
入
以
前
か
ら
様
々
な
問
題
点
を
指
摘

さ
れ
て
き
て
お
り
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導

入
後
に
免
税
事
業
者
が
取
引
か
ら
排
除
さ
れ

る
、
ま
た
は
取
引
価
格
の
減
額
要
請
を
受
け

る
事
象
な
ど
が
発
生
し
て
お
り
、
消
費
税
相

当
額
の
価
格
転
嫁
は
困
難
に
な
り
、
税
制
の

中
立
性
が
損
な
わ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
制

度
導
入
に
あ
た
り
各
種
の
経
過
措
置
が
設
け

ら
れ
、
中
で
も
小
規
模
事
業
者
の
イ
ン
ボ
イ

ス
登
録
時
の
当
初
の
負
担
増
に
配
慮
し
た

「
２
割
特
例
」
は
、
２
０
２
６
年
９
月
30
日

ま
で
の
経
過
措
置
で
あ
り
、
そ
の
適
用
期
間

は
短
い
。
ま
た
、
免
税
事
業
者
か
ら
の
課
税

仕
入
れ
で
あ
っ
て
も
一
定
割
合
を
仕
入
税
額

と
み
な
し
て
控
除
で
き
る
「
免
税
事
業
者
等

か
ら
の
課
税
仕
入
れ
に
係
る
経
過
措
置
」
の

特
例
及
び
取
引
先
が
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
で
あ
る
か
ど
う
か
に
拘
わ
ら
ず
、
税
込

１
万
円
未
満
の
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て
、
仕

入
税
額
控
除
が
で
き
る
「
少
額
特
例
」
は
適

用
期
限
が
２
０
２
９
年
９
月
30
日
ま
で
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
経
過
措
置
と
も
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
の
定
着
と
、
小
規
模
事
業
者
が

経
済
取
引
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
環
境
醸
成
の

為
に
、適
用
期
間
を
延
長
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
税
の
公
平
性
を
高
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
制
度
変
更
は
、
取
引
で
立
場
の

弱
い
企
業
・
個
人
に
負
担
が
し
わ
寄
せ
さ
れ

る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
滞
納
が
増
え

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
指
摘
も
あ
り
、
滞

納
を
看
過
す
る
こ
と
は
消
費
税
に
対
す
る
国

民
の
信
頼
を
損
な
う
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、

消
費
税
滞
納
へ
の
対
策
強
化
も
要
望
す
る
。

事
業
承
継
税
制
関
係

土
地
・
建
物
お
よ
び
非
上
場
株
の
相
続
の
非

課
税
に
つ
い
て

　

中
小
企
業
の
円
滑
な
事
業
承
継
を
進
め
る

た
め
に
、非
上
場
株
の
相
続
を
非
課
税
と
し
、

さ
ら
に
事
業
に
供
し
て
い
る
土
地
と
建
物
の

相
続
も
非
課
税
と
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

事
業
に
供
し
て
い
る
土
地
と
建
物
が
相
続
時

に
非
課
税
と
な
れ
ば
経
済
の
活
性
化
に
も
つ

な
が
る
。

相
続
税
関
係

１
．  

相
続
税
基
礎
控
除
額
の
引
き
上
げ
に
つ

い
て

　

現
行
の
基
礎
控
除
額
（
３
，
０
０
０
万
円

＋
６
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
）
は
平

成
２
５
年
度
税
制
改
正
で
（
５
，
０
０
０
万

円
＋
１
，０
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
）

に
引
き
下
げ
ら
れ
て
課
税
が
強
化
さ
れ
、
相

続
の
課
税
件
数
割
合
は
改
正
前
の
２
倍
程
度

に
な
っ
て
い
る
。
課
税
割
合
が
高
す
ぎ
る
た

め
、
基
礎
控
除
額
を
（
４
，
０
０
０
万
円
＋

８
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
）
に
引
き

上
げ
を
要
望
す
る
。

２
． 

相
続
時
精
算
課
税
制
度
非
課
税
枠
の
拡

大
等
に
つ
い
て

　

相
続
時
精
算
課
税
は
一
定
の
直
系
親
族
間

の
贈
与
に
認
め
ら
れ
た
特
例
と
し
て
、
２
，

５
０
０
万
円
ま
で
の
贈
与
に
は
贈
与
税
が
か

か
ら
ず
、
贈
与
財
産
の
種
類
、
金
額
、
贈
与

回
数
、
年
数
に
制
限
が
な
く
早
期
に
若
年
者

に
多
額
の
財
産
を
移
転
で
き
る
メ
リ
ッ
ト
は

あ
る
も
の
の
、
内
容
の
複
雑
さ
や
、
ど
ん
な

場
合
に
適
し
て
い
る
か
が
分
か
り
づ
ら
く
、

利
用
し
た
こ
と
か
ら
発
生
す
る
デ
メ
リ
ッ
ト

も
多
く
、
利
用
す
る
人
が
少
な
い
こ
と
か

ら
、
令
和
５
年
度
税
制
改
正
で
新
た
に
「
年

１
１
０
万
円
の
基
礎
控
除
」
の
枠
が
加
わ

り
、
令
和
６
年
１
月
以
降
、
相
続
時
精
算
課

税
制
度
を
選
択
し
た
人
へ
の
贈
与
で
も
、
年

１
１
０
万
円
ま
で
な
ら
贈
与
税
も
相
続
税
も

か
か
ら
ず
申
告
も
い
ら
な
く
な
り
、
か
な
り

使
い
勝
手
が
良
く
な
り
利
用
す
る
人
が
増
え

る
可
能
性
は
大
き
い
と
み
ら
れ
る
。し
か
し
、

従
来
か
ら
あ
る
内
容
の
複
雑
さ
と
デ
メ
リ
ッ

ト
も
変
わ
ら
ず
残
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
。
さ
ら
に
当
該
制
度
の
活
用
促
進
の
た

め
に
、
小
規
模
宅
地
等
の
特
例
に
つ
い
て
、

本
制
度
を
選
択
し
た
場
合
で
も
一
定
の
要
件

を
満
た
し
た
場
合
は
適
用
を
受
け
ら
れ
よ
う

に
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
相
続
物
件
の
評
価

に
つ
い
て
は
、
相
続
時
か
あ
る
い
は
贈
与
時

の
い
ず
れ
か
評
価
の
低
い
方
を
選
択
適
用
で

き
る
よ
う
に
す
る
ほ
か
、
非
課
税
枠
の
拡
大

を
含
め
更
な
る
利
用
し
や
す
い
制
度
の
見
直

し
を
要
望
す
る
。

３
． 

贈
与
税
基
礎
控
除
額
の
引
き
上
げ
に
つ

い
て

　

現
行
の
贈
与
税
の
基
礎
控
除
額
は
平
成
13

年
に
１
１
０
万
円
に
拡
大
さ
れ
て
以
来
、
改

正
が
無
く
低
い
水
準
に
設
定
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
り
、
資
産
が
高
齢
者
に
遍
在
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
若
年
層
へ
の
資
産
の
円
滑
な
移
転

の
促
進
に
よ
る
消
費
拡
大
に
寄
与
で
き
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
基
礎
控

除
額
を
現
行
の
１
１
０
万
円
か
ら
２
０
０
万

円
へ
の
引
き
上
げ
を
要
望
す
る
。

印
紙
税
の
廃
止
に
つ
い
て

　

印
紙
税
は
契
約
者
や
領
収
書
な
ど
の「
紙
」

に
課
税
さ
れ
る
が
電
子
契
約
な
ど
デ
ジ
タ
ル

文
書
に
は
課
税
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
極
め

て
不
合
理
で
あ
る
た
め
廃
止
を
要
望
す
る
。

土
地
の
取
得
に
関
す
る
税
制
措
置
に
つ
い
て

　

中
小
企
業
対
策
な
ど
の
政
策
目
的
の
た

め
、
特
定
の
設
備
投
資
等
に
関
し
て
は
特
別

償
却
の
損
金
算
入
か
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ

て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
減
価
償
却
資
産
の
取

得
に
伴
う
優
遇
措
置
で
あ
る
。
地
方
創
生
の

動
き
を
活
発
化
さ
せ
る
た
め
に
も
、
土
地
活

用
を
容
易
に
す
る
よ
う
土
地
の
取
得
に
関
す
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る
税
制
措
置
を
要
望
す
る
。

地
方
税
関
係

１
． 
固
定
資
産
税
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

固
定
資
産
税
は
地
価
の
長
期
的
な
下
落
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
負
担
感
が
高
い
と
の
声
が

多
い
。
宅
地
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
実
勢
価

格
に
配
慮
し
た
評
価
、
居
住
用
家
屋
は
築
後

経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に
す
る
な
ど

抜
本
的
な
見
直
し
を
要
望
す
る
。
加
え
て
地

方
都
市
の
活
性
化
に
向
け
て
、
空
き
店
舗
、

空
き
家
の
流
動
化
に
資
す
る
固
定
資
産
税
制

を
要
望
す
る
。

２
． 

償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
廃

止
に
つ
い
て

　

償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
は
、
中

小
企
業
に
も
課
税
さ
れ
る
た
め
、
中
小
企
業

の
設
備
投
資
を
阻
害
し
て
い
る
。
特
に
、
製

造
業
を
中
心
と
す
る
多
額
の
設
備
を
有
す
る

企
業
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
が
高
負
担

と
な
っ
て
お
り
、
企
業
収
益
を
圧
迫
し
て
い

る
。
国
際
的
に
も
事
業
用
資
産
に
対
す
る

課
税
が
稀
で
あ
る
こ
と
か
ら
廃
止
を
要
望
す

る
。

３
． 

超
過
課
税
に
つ
い
て

　

住
民
税
の
超
過
課
税
は
主
に
法
人
が
対
象

と
さ
れ
て
お
り
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
課
税

を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
が
多
く
、
課
税
の

公
平
性
を
欠
く
安
易
な
課
税
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
は

出
来
る
だ
け
早
く
標
準
税
率
に
戻
す
こ
と
を

要
望
す
る
。

４
． 

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に

つ
い
て

　

森
林
環
境
税
が
地
球
温
暖
化
防
止
や
森
林

整
備
等
の
森
林
吸
収
源
対
策
を
目
的
と
し
た

財
源
確
保
の
た
め
に
令
和
６
年
度
か
ら
住
民

税
に
一
律
１
，
０
０
０
円
が
上
乗
せ
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
森
林
環

境
税
は
同
じ
森
林
整
備
の
名
目
で
す
で
に
全

国
37
府
県
で
独
自
に
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
導
入
し
て
い
る
県
に
と
っ
て
令
和
６

年
度
以
降
国
税
と
な
る
森
林
環
境
税
も
上
乗

せ
さ
れ
、
自
治
体
が
独
自
に
導
入
し
て
い
る

森
林
環
境
税
と
の
二
重
課
税
に
な
る
と
い
う

問
題
が
指
摘
さ
れ
、
２
種
類
の
森
林
環
境
税

は
、
森
林
保
全
を
目
的
と
す
る
点
で
重
な
る

部
分
が
あ
る
た
め
、い
わ
ゆ
る
「
二
重
課
税
」

と
な
り
納
税
者
か
ら
不
満
の
声
が
上
が
っ
て

い
る
。
全
国
知
事
会
は
二
重
課
税
の
誤
解
を

受
け
な
い
た
め
、
自
治
体
の
独
自
の
目
的
課

税
と
の
す
み
分
け
を
明
確
に
す
る
と
し
て
い

る
が
、
説
明
及
び
理
解
は
十
分
に
さ
れ
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。

　

ま
た
、
森
林
環
境
税
を
財
源
と
し
て
自
治

体
に
配
る
森
林
環
境
譲
与
税
は
、
令
和
元
年

度
か
ら
市
区
町
村
及
び
都
道
府
県
へ
の
譲
与

が
始
ま
り
、
50
％
を
私
有
の
人
工
林
面
積
、

30
％
を
人
口
、
20
％
を
林
業
就
業
者
数
と
す

る
配
分
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
使
い
道
が
実

質
的
に
林
業
に
限
ら
れ
て
い
る
税
金
な
の

に
、
森
林
が
少
な
く
林
業
が
盛
ん
で
は
な
い

都
市
部
に
相
対
的
に
多
い
額
が
配
分
さ
れ
、

森
林
が
多
い
自
治
体
に
十
分
な
配
分
が
な
さ

れ
な
い
算
定
基
準
と
な
っ
て
お
り
、
森
林
整

備
な
ど
の
財
源
を
必
要
と
す
る
山
間
地
の
自

治
体
な
ど
か
ら
基
準
を
見
直
す
声
が
上
が

り
、令
和
６
年
度
税
制
改
正
大
綱
に
お
い
て
、

森
林
面
積
の
割
合
を
５
％
上
げ
、
人
口
の
割

合
を
５
％
下
げ
る
見
直
し
は
前
進
し
た
も
の

と
評
価
す
る
が
、
課
税
に
先
行
し
て
配
ら
れ

た
財
源
を
巡
っ
て
は
、
未
活
用
額
が
４
年
間

で
５
２
５
億
円
に
上
る
な
ど
、
制
度
へ
の
理

解
醸
成
を
進
め
る
と
と
も
に
、
効
果
的
な
運

用
へ
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
他

１
． 

ガ
ソ
リ
ン
等
税
制
の
根
本
的
な
見
直
し

及
び
揮
発
油
へ
の
二
重
課
税
の
解
消
に

つ
い
て

　

揮
発
油
税
は
道
路
の
建
設
や
修
理
を
目
的

と
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
目
的
税
と
し
て

徐
々
に
税
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
昭
和
49
年

に
は
ガ
ソ
リ
ン
１
L
当
た
り
本
則
税
率
28
・

７
円
に
25
・
１
円
を
加
え
た
53
・
８
円
の
暫

定
税
率
が
続
い
て
い
る
。
本
来
時
限
期
間
で

あ
る
は
ず
の
暫
定
税
率
が
長
年
に
わ
た
っ
て

お
り
、
そ
も
そ
も
道
路
特
定
財
源
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
路
整
備
が
行
き
届
い

た
現
在
で
は
本
来
の
目
的
以
外
に
も
使
わ
れ

て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
消
費

税
が
導
入
さ
れ
て
以
降
は
こ
の
揮
発
油
税
に

消
費
税
（
５
・
４
円
）
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
同
様
に
軽
油
も
暫
定
税
率
と
な
る
軽
油

引
取
税
１
L
当
た
り
32
・
１
円
が
課
せ
ら

れ
て
い
る
。

　

近
年
の
原
油
価
格
高
騰
は
ロ
シ
ア
の
ウ
ク

ラ
イ
ナ
侵
攻
後
、
さ
ら
に
歴
史
的
な
円
安
を

背
景
に
拍
車
が
か
か
り
、
ガ
ソ
リ
ン
の
高
止

ま
り
は
国
民
生
活
や
経
済
活
動
に
影
響
を
及

ぼ
し
、
政
府
は
令
和
４
年
初
め
か
ら
石
油
元

売
り
各
社
に
「
ガ
ソ
リ
ン
補
助
金
」
を
支
給

（
激
変
緩
和
措
置
）
す
る
こ
と
で
、
ガ
ソ
リ

ン
価
格
を
維
持
す
る
政
策
を
累
次
に
わ
た
り

延
長
し
て
き
て
い
る
が
、
ク
ル
マ
の
利
用
者

か
ら
は
、「
税
金
を
原
資
に
石
油
元
売
り
各

社
に
補
助
金
を
出
す
く
ら
い
だ
っ
た
ら
、
ガ

ソ
リ
ン
に
か
か
っ
て
い
る
税
金
を
減
税
し
て

ほ
し
い
」
と
い
う
声
が
多
い
。
ま
た
原
油
価

格
の
高
騰
が
続
け
ば
、際
限
な
く
補
助
金（
税

金
）
の
投
入
が
続
く
悪
循
環
に
陥
る
可
能
性

が
大
き
く
、
消
費
者
に
と
っ
て
は
ガ
ソ
リ
ン

が
値
上
が
り
し
な
い
の
は
あ
り
が
た
い
が
、

結
果
的
に
別
の
形
で
消
費
者
の
税
負
担
増
は

避
け
ら
れ
な
い
。

　

今
後
も
原
油
が
高
止
ま
り
す
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
国
民
生
活
や
経
済
活

動
に
必
要
不
可
欠
な
ガ
ソ
リ
ン
等
燃
料
の
適

正
価
格
の
在
り
方
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
多
様

化
や
省
エ
ネ
、
脱
炭
素
を
ど
う
す
る
の
か
な

ど
、
今
後
を
見
据
え
た
ガ
ソ
リ
ン
等
の
税
制

の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
い
、
揮
発
油
税
及

び
軽
油
引
取
税
の
暫
定
税
率
は
即
刻
廃
止
す

る
と
と
も
に
、
揮
発
油
税
へ
の
二
重
課
税
を

直
ち
に
解
消
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

２
． 

租
税
教
育
に
つ
い
て

　

教
育
の
機
会
は
「
平
等
に
提
供
さ
れ
る
べ

き
」
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
小
学
校
、
中

学
校
、
高
等
学
校
全
て
で
租
税
教
育
が
実
施

さ
れ
る
こ
と
を
要
望
す
る
。
ま
た
、
国
民
に

必
要
な
生
涯
教
育
の
一
つ
と
い
う
観
点
か
ら

大
学
生
や
社
会
人
ま
で
拡
充
す
る
な
ど
国
民

全
体
で
税
に
つ
い
て
考
え
る
環
境
整
備
が
必

要
で
あ
る
。

３
． 

震
災
復
興
に
つ
い
て

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
、

２
０
２
１
年
度
か
ら
２
０
２
５
年
度
ま
で
の

５
年
間
を
「
第
２
期
復
興
・
創
生
期
間
」
と

位
置
付
け
、
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検

証
し
、予
算
執
行
を
効
率
化
す
る
と
と
も
に
、

原
発
事
故
の
対
応
を
含
め
て
引
き
続
き
適
切

な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。



大月税務署人事異動のお知らせ

　

前
大
月
税
務
署
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
田
　
康
隆

　

爽
秋
の
候
、
公
益
社
団
法
人
大
月

法
人
会
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

益
々
ご
清
祥
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上

げ
ま
す
。

　

令
和
六
年
七
月
の
人
事
異
動
に
よ

り
、
私
は
玉
川
税
務
署
に
転
任
し
、
大

月
税
務
署
長
を
離
任
す
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。

　

昨
年
七
月
の
着
任
以
降
、
山
口
会
長

を
は
じ
め
、
公
益
社
団
法
人
大
月
法
人

会
の
皆
様
に
は
、
税
務
行
政
に
対
す
る

深
い
御
理
解
と
多
大
な
る
御
協
力
を
賜

り
ま
し
て
、
大
月
税
務
署
長
の
任
を
全

う
で
き
た
こ
と
を
心
よ
り
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

　

皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
本
会

の
活
動
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
女
性
部

会
及
び
青
年
部
会
を
中
心
と
し
た
租
税

教
育
活
動
や
各
支
部
に
お
け
る
税
務
研

修
会
な
ど
の
税
の
啓
蒙
活
動
を
始
め
、

幅
広
い
事
業
活
動
を
展
開
し
て
い
た
だ

離
任
の
御
挨
拶

岡崎崇志 法人１審理調査官 中島正之 署長辰野美喜江 法人１統括

●
出
身
地

　

東
京
都
羽
村
市

●
趣　

味

　

読
書

●
モ
ッ
ト
ー

　

 

常
に
明
る
く

●
出
身
地

　

東
京
都
八
王
子
市

●
趣　

味

　

読
書

●
モ
ッ
ト
ー

　

 

明
る
く
・
楽
し
く
・

　

元
気
よ
く
！

●
出
身
地

　

千
葉
県
鴨
川
市

●
趣
　
味

　

体
を
動
か
す
こ
と

●
モ
ッ
ト
ー

　

な
ん
と
か
な
る
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職　名
旧【令和５事務年度】 新【令和６事務年度】

氏名 新所属・職名 氏名 前所属・職名

署 長 清田　康隆 玉川　署長 中島　正之 財務省　主税局　主税調査官

総 務 課 長 吉田　　正 留任 吉田　　正 留任

管運・徴収統括 鈴木　匡一 留任 鈴木　匡一 留任

個 人 １ 統 括 今泉　孝弘 小石川　個人１　統括官 木原　大介 東村山　個人２　統括官

個 人 ２ 統 括 桶作　　聡 留任 桶作　　聡 留任

資 産 統 括 小坂　篤志 留任 小坂　篤志 留任

法 人 １ 統 括 大山千奈美 甲府　法人１　統括官 辰野美喜江 大和　法人３　統括官

法 人 ２ 統 括 天野　忠人 ご退官 山野井　孝 青梅　法人２　統括官

法 人 ３ 統 括 住友　卓二 留任 住友　卓二 留任

法人１審理調査官 明石　裕也 東京局　課税第二部法人課税課　実査官 岡崎　崇志 藤沢　法人１　調査官

新
任
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル



　

大
月
税
務
署
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
島
　
正
之

　

初
秋
の
候
、
公
益
社
団
法
人
大
月
法

人
会
の
会
員
の
皆
様
に
は
、
ま
す
ま
す
御

清
栄
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
度
の
人
事
異
動
で
大
月
税
務
署

長
を
拝
命
し
、
財
務
省
主
税
局
か
ら
参
り

ま
し
た
中
島
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
度
、

署
長
と
し
て
歴
史
あ
る
大
月
税
務
署
に

着
任
し
、
富
士
山
を
は
じ
め
富
士
五
湖
、

忍
野
八
海
な
ど
素
晴
ら
し
い
自
然
に
囲

ま
れ
た
環
境
で
日
々
仕
事
が
で
き
る
こ

と
を
大
変
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

前
任
の
清
田
同
様
、
御
懇
情
賜
り
ま
す

よ
う
、よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

山
口
会
長
を
は
じ
め
大
月
法
人
会
の

会
員
の
皆
様
に
は
、
平
素
か
ら
税
務
行
政

の
円
滑
な
運
営
に
対
し
ま
し
て
、
深
い
御

理
解
と
多
大
な
る
御
協
力
を
賜
り
、
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
正
し
い
税

知
識
の
普
及
活
動
を
目
的
と
し
た
各
種

説
明
会
・
研
修
会
を
開
催
さ
れ
る
ほ
か
、

納
税
道
義
の
高
揚
の
た
め
の
活
動
と
し

て
次
世
代
を
担
う
児
童
・
生
徒
を
対
象
に

し
た
「
租
税
教
室
」
並
び
に
、
小
学
生
に

着
任
の
御
挨
拶

よ
る
「
税
金
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
」・「
税
に

関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」
及
び
高

校
生
に
よ
る
「
税
の
標
語
募
集
」
を
開
催

さ
れ
る
と
と
も
に
、
地
域
に
根
ざ
し
た
社

会
貢
献
活
動
な
ど
に
熱
心
に
取
り
組
ん

で
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
ひ
と

え
に
、
山
口
会
長
を
は
じ
め
、
役
員
並
び

に
会
員
の
皆
様
の
御
尽
力
の
賜
物
で
あ

る
と
、
深
く
敬
意
と
感
謝
の
意
を
表
す
る

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
皆
様
御
承
知
の
よ
う
に
、
消

費
税
の
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
の
導

入
が
昨
年
の
10
月
に
、
電
子
帳
簿
等
保

存
制
度
の
う
ち
電
子
取
引
デ
ー
タ
保
存

制
度
の
本
格
的
な
導
入
が
本
年
の
１
月

に
始
ま
っ
て
お
り
ま
す
。
大
月
税
務
署

管
轄
内
に
お
い
て
大
き
な
混
乱
も
無
く

新
制
度
に
移
行
で
き
た
こ
と
に
つ
き
ま

し
て
は
、
ひ
と
え
に
貴
会
の
お
陰
で
ご

ざ
い
ま
す
。

　

ま
た
、
貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

日
頃
よ
り
各
支
部
に
お
い
て
研
修
会
を

開
催
し
て
い
た
だ
き
、
様
々
な
制
度
の

周
知
・
広
報
に
御
協
力
を
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
私
ど
も
と
致

し
ま
し
て
も
制
度
の
円
滑
な
実
施
に
向

け
て
積
極
的
な
周
知
・
広
報
に
取
り
組

ん
で
参
り
ま
す
の
で
、
貴
会
に
お
か
れ

ま
し
て
も
引
き
続
き
御
協
力
を
賜
り
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

国
税
庁
で
は
、
昨
今
の
経
済
社
会
の
変

化
や
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
急
速
な
発
展
を

踏
ま
え
、
税
務
行
政
の
デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ

ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
に
取
り
組
ん

で
お
り
ま
す
。
昨
年
６
月
に
は
「
税
務
行

政
の
将
来
像
２
０
２
３
」
を
公
表
し
、
従

前
の「
納
税
者
の
利
便
性
の
向
上
」と「
課

税
・
徴
収
事
務
の
効
率
化
・
高
度
化
等
」

に
、「
事
業
者
の
デ
ジ
タ
ル
化
促
進
」
が

新
た
な
柱
と
し
て
加
わ
り
ま
し
た
。
事
業

者
の
取
引
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
及
び
会

計
・
経
理
全
体
の
デ
ジ
タ
ル
化
等
を
強
力

に
推
進
す
る
こ
と
は
、
政
府
全
体
と
し
て

取
り
組
む
重
要
な
課
題
の
一
つ
と
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
税
務
行
政
の

デ
ジ
タ
ル
化
と
併
せ
て
、
事
業
者
の
業
務

の
デ
ジ
タ
ル
化
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ

り
、
税
務
を
起
点
と
し
た
社
会
全
体
の
デ

ジ
タ
ル
化
の
推
進
及
び
事
業
者
の
生
産

性
の
向
上
等
に
向
け
た
施
策
を
進
め
て

参
り
ま
す
。
こ
う
し
た
取
組
を
促
進
し
て

い
く
上
で
は
、貴
会
の
皆
様
方
と
の
連
携
・

協
力
が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

国
税
当
局
と
し
ま
し
て
も
、
納
税
者
の
皆

様
が
来
署
す
る
こ
と
な
く
、
申
告
や
納
税

等
の
あ
ら
ゆ
る
手
続
き
を
行
え
る
社
会

を
目
指
し
て
、
電
子
申
告
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
納
付
等
の
利
用
を
お
願
い
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て

も
、
納
税
者
の
皆
様
の
利
便
性
の
向
上
や

税
務
行
政
の
効
率
化
の
観
点
か
ら
、
引
き

続
き
普
及
に
御
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
あ
た
り
ま
し
て
、
公
益
社
団

法
人
大
月
法
人
会
の
御
発
展
と
会
員
の

皆
様
方
の
御
健
勝
並
び
に
事
業
の
御
繁

栄
を
心
よ
り
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
私

の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

き
ま
し
た
こ
と
に
重
ね
て
深
く
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

　

特
に
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
始
ま
り
、

電
子
帳
簿
保
存
法
や
定
額
減
税
な
ど
税

に
関
す
る
環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
中

で
、
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
で
あ

る
皆
様
の
役
割
の
大
き
さ
を
改
め
て
認

識
し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
皆
様
に
は
税
務
行
政
に

対
し
ま
し
て
変
わ
ら
ぬ
御
支
援
と
御
協

力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　

結
び
に
な
り
ま
す
が
、
公
益
社
団
法

人
大
月
法
人
会
の
益
々
の
御
発
展
と
、

会
員
の
皆
様
の
御
健
勝
並
び
に
事
業
の

御
繁
栄
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し

て
、
お
別
れ
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
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大月税務署からのお知らせ
（22）



大月税務署からのお知らせ
（23）
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法 人 会

法人会では、企業の税務コンプライアンス向上のための取り組みとして、企業におけ

る内部統制面や経理面に関する自主点検を推奨しています。

企業を成長させるためには、売上を増やし、利益を上げることはもちろんですが、

内部統制面の強化や経理面の質を向上させることも重要な要素です。

内部統制や経理水準の向上は、「入出金が適切に管理されるようになる」「内部の不正

行為を未然に防止できる」など結果的に企業の成長にも繋がることが期待できます。

一方、これがしっかりしていない場合には、「売掛債権が未回収となる恐れがある」「重

要書類を紛失してしまうことがある」「会社の資産が不明確になる可能性がある」など

経営上の大きな問題へ発展することもあります。

法人会では、こうした「自主点検」を簡単にできるようにするため、「自主点検チェッ

クシート」を作成しています。

この取り組みは、経営者の皆様がチェックシートを活用し、企業自らが自主点検する

ことを通じて、税務コンプライアンスを向上させ、自社の成長を目指し、ひいては税務

リスクの軽減にも繋がることを期待するものです。

経営者の皆様、自社の成長・税務リスクの軽減のために、ぜひ「自主点検チェック

シート」をご活用ください。

≪法人会とは≫

法人会は税のオピニオンリーダーとして

企業の発展を支援し、地域の振興に寄与し

国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体です。

法人会は税務署の管轄地域ごとに ０の

単位法人会があり、県単位の連合体として

都道県連で組織され、約７５万社の企業

が加入している団体です。

自主点検チェックシートを活用しましょう

～企業の税務コンプライアンス向上のために～

企業の経営者の皆様へ 

公益社団法人大月法人会

〒

山梨県都留市田野倉 番地

電話 （ ）

（ ）

 
企業の税務コンプライアンス向上のための取組（自主点検チェックシートの活用）は、国税庁後援事業です。 

（25）
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元気に働くための元気に働くための
健 康 情 報

第 1 章　「食」と栄養第 1 章　「食」と栄養

著者：佐
さ さ き

々木有
ゆ き こ

紀子（Food Label Plus 代表）
フードプランナー、食品表示アドバイザー。
家庭科の教員として教壇に立ったあと、大手料理教室で講師とし
て勤務。
現在はフードプランナーとして食品メーカーの商品開発、料理教
室、伝統料理の継承活動など『食と人をつなぐ仕事』に取り組ん
でいる。
企画・製作：株式会社 日本マネージメント・リサーチ

 はじめに

 1）現代の栄養失調とは？

　日本人は健康情報について関心が高いといわれ、メ
ディアやインターネット上にも最新の健康情報があふ
れています。なかでも「食べ物と健康」に関係するも
のが多く見られ、食べ物と健康は切り離せません。
　でも実際にはどうでしょうか？
　仕事や家事で忙しい、一人暮らしである、高齢で食
べる量が減ったなどの理由でバランスの良い食事を
摂っていないこともあると思います。
　たくさんの新しい情報も私たちを迷わせます。
　科学の進歩により、従来「健康に悪い」といわれて
いたことが反対であったり、科学技術の進歩により昔
ながらのやり方が再注目を集めることもあります。画
期的なことは話題になりますが、その訂正記事が話題
になることはあまりありません。
　2015年に食品表示に関する法律が変わり、食品表示
法ができました。本冊子では、この身近な食品表示を通
じて、食と栄養、健康についてお伝えすることで、食を
見直し、健康を意識するお手伝いができればと思います。

　　「朝は忙しいから食べずに会社に行こう」
　　「 たくさん食べられないし、お昼は麺類だけで

いいわ」
　忙しい毎日、分かっていてもバランスの良い食事が
できないことがあります。栄養失調というとガリガリ
に痩せたイメージがありますが、食があふれた現代で
も栄養失調による不調があります。過度なダイエット
による貧血、好きなものばかり食べることによる肥満、
高齢になると食が細くなり、必要な栄養素が摂れずフ
レイルの状態になることもあります（※フレイル＝健
康な状態と要介護状態の間。虚弱状態ともいわれる）。
　健康維持のために「バランスの良い食事」、つまり

食事 と健康

特定の食品に偏らず、必要な栄養素が摂れる食事を考
えていきましょう。

①一汁三菜スタイルで献立を組み立てる方法
　和食の献立の基本である一汁三菜スタイルでおかず
ごとに目的を決めてバランスを取る方法。

【主菜（メインのおかず）】
（目的）たんぱく質源となる魚介類、肉類、卵、

　　　  大豆製品などを摂る
たんぱく質は筋肉、皮膚、血管、内臓、髪、爪、ホルモン、
酵素など体をつくる働きをします。

【副菜（サブのおかず）】
（目的）ビタミン、ミネラル源となる野菜、きのこ 

　　　   類、海藻などを摂る
ビタミンは体をスムーズに動かすために欠かせませ
ん。ミネラルは体の調整を行うものとたんぱく質と同
じように体を構成するものがあります。

【主食】（目的）エネルギー源となる炭水化物、
　　　　　　　 ごはん、パン、麺類などを摂る
炭水化物は体内でエネルギー源になり、多すぎたもの
は脂肪となってストックされます。

【汁物】（目的）主菜や副菜で足りない栄養素を補う
塩分に気をつけて、1日1〜2回程度。汁物の代わりに
果物やヨーグルトなど代わりの副菜にしてもよいです。

1

＜ポイント＞
・主菜、副菜は和食だけでなく中華料理、洋食など
　にアレンジしてバラエティーを持たせます。
・和食は塩分が多くなりがちなので摂り過ぎに注意 
　します。
・旬の食材を取り入れ、食材の偏りを減らします。

【７つの間違い探しの答え（15ページ掲載）】①工藤の口（左上）　②雲柄の大きさ（中上）　③フサの長さ（中上）
④花魁の鉢巻き（右上）　⑤牡丹の向き（中央）　⑥小林の力紙（中央）　⑦小林の目線（中央）



 
神
社
め
ぐ
り
第58回

生
出
神
社（
旧
指
定
村
社
）

鎮
座
地　

都
留
市
法
能
一
一
四
〇

御
祭
神　

建
御
名
方
大
神 

八
坂
刀
賣
大
神

例
祭
日　

九
月
十
日
に
近
い
日
曜
日

宮
　
　
司　

金
子
壽
元

総
代
長　

相
川
義
美　
　

渡
辺
亨

境
内
地　

一
八
八
坪

氏
子
戸
数　

三
三
五
戸

由
緒
沿
革

　

生
出
三
社
の
一
に
し
て
、
大
古
建
御
名
方

大
神
の
子
孫
、
当
地
に
移
住
開
発
に
際
し
祖

神
を
氏
神
と
し
て
奉
斎
と
伝
は
る
。
第
六
十

代
醍
醐
天
皇
の
延
長
七
年
（
九
二
九
年
）
諸

国
大
洪
水
に
て
溺
死
者
多
く
、
農
作
物
皆
無

に
依
り
国
司
を
し
て
諸
社
奉
幣
に
際
し
当

社
に
も
奉
幣
あ
り
と
伝
は
る
。
宝
暦
十
一

年
（
一
七
六
一
年
）
谷
村
代
官
江
川
太
郎
左

衛
門
が
社
殿
を
造
営
そ
の
後
、
平
成
元
年
社

殿
を
改
め
正
遷
宮
。
甲
斐
国
志

に
《
生
出
明
神
》
法
能
村
本
村

氏
神
社
地
神
領
除
地
畑
弐
畝
五

歩
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四

年
）
小
山
田
信
有
が
文
書
ニ
神

藤
若
狭
所
蔵
宮
原
ノ
大
明
神
彼

社
ニ
於
テ
竹
木
ヲ
取
ル
ベ
カ
ラ

ズ
ト
ア
ル
是
ナ
リ
神
刀
一
振
長

二
尺
七
寸
二
分
反
一
寸
二
分
銘

甲
州
都
留
郡
駒
橋
元
近
作
之
天

文
十
七
年
九
月
吉
日
、
例
祭
七

月
二
十
五
日
神
主
志
村
大
和
と

あ
る
。
明
治
五
年
村
社
に
列
格
。

同
四
十
年
二
月
十
六
日
神
饌
幣

帛
指
定
神
社
と
な
る
。
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